
審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 第１回津市農業振興対策協議会 

２ 開催日時 
平成３０年８月９日（木） 

午前１０時から午前１１時３０分まで 

３ 開催場所 津市役所本庁舎 ８階大会議室Ｂ 

４ 出席した者の氏名  

（津市農業振興対策協議会委員） 

小野寺一成、草深正人、村木重和、木下榮雄、太田康弘、小

粥文夫、西山悠夫、岡山 裕、田口慶則、宮本政春、淺井 競、

結城晋三、後藤雅郎、守山孝之 

（事務局） 

農林水産部長 上田典廣 

農林水産部次長 藤井孝則 

農林水産政策課長 中北雄大 

農林水産政策課農業振興担当主幹（兼）獣害対策担当主幹 福

田省吾 

農業振興担当副主幹（兼）獣害対策担当副主幹 後藤弘一 

５ 内容 

⑴ 役員の選任について 

⑵ 津市農業振興地域整備計画及び今後のスケジュールにつ

いて 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

農林水産部農林水産政策課農業振興担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１７２ 

Ｅ-mail  229-3171@city.tsu.lg.jp 

 

議事の内容 下記のとおり



＜事務局＞ それでは、議事に入る前に本日の出席者数を報告します。 

本日の協議会は、総委員数 18 名中、出席委員 14 名でございます。半数以

上のご出席をいただいておりますので、「津市農業振興対策協議会条例」第

６条第２項の規定により本協議会が成立したことをご報告申し上げます。 
 

＜事務局＞ なお本協議会は、議事録を作成し、津市情報公開条例に基づき、津市のホ

ームページ等で公開いたしますのであらかじめご了承ください。 

続きましてお手元の会議の資料のご確認をお願いします。 

本協議会事項書、資料１として津市農業振興対策協議会名簿、資料２津市

農業振興対策協議会条例、資料３津市農業振興地域整備計画について、資料

４今後のスケジュール、資料５津農業振興地域整備計画および津農業振興地

域整備計画基本資料以上でございます。 

 

＜事務局＞ それでは、議事として役員の選任について、会長及び副会長の選出をお願

いします。 

お手元に配布しました資料により、本協議会の条例がございます。 

「津市農業振興対策協議会条例」第５条第 1項に基づき、新たに会長及び副

会長を互選により選出すると規定されております。 

会長、副会長の選出につきまして、どのようにさせていただければ、よろ

しいでしょうか。 

 

委員 事務局一任との声あり 

 

＜事務局＞ 事務局一任のご発言がございましたので、委員の皆様のご異議がないよう

でしたら、事務局より会長及び副会長を推薦させていただきたいと思います

が、いかがですか。 

 

委員各位 「異議なし」との声あり 

 

＜事務局＞ 「異議なし」とのご発言をいただきましたので、事務局より推薦をさせて

いただきます。 

 

＜事務局＞ 会長に「津市立三重短期大学准教授の小野寺 一成」様、副会長に「津市農

業委員会会長の守山 孝之」様にお願いしたいと思いますがご異議ございま

せんか。 

 

委員各位 「異議なし」との声あり 

 

＜事務局＞ 「異議なし」とのご発言をいただきましたので、会長に「津市立三重短期

大学准教授の小野寺 一成」様、副会長に「津市農業委員会会長の守山 孝

之」様にお願いしたいと思います。皆様の拍手でご承認いただきたいと思い

ます。 

 

委員各位  拍手多数 

 

＜事務局＞ 会長、副会長は所定の席へご移動お願いします。 

 

小野寺会長 

守山副会長 

席の移動 

 

 

＜事務局＞ それでは協議会条例第６条の規定によりまして会長が議長となりますの



で、小野寺会長よろしくお願いします。 

小野寺会長 前回に引き続きましてですが、私が拝命いたしました。微力ではあります

けれども、できる努力をしたいと思います。前回同様皆様の協力なしでは協

議会は成立いたしませんので、今回もご協力いただければありがたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

委員各位 拍手多数 

 

守山副会長 ただいま副会長に選任していただきました守山でございます。前回も小野

寺会長の下、同じく副会長をさせていただきました。会長の小野寺先生にリ

ーダーシップをとってもらいますので、私が補佐役でできるだけのことはさ

せていただくつもりでございますので、どうかご協力の方よろしくお願いし

ます。 

 

委員各位 拍手多数 

 

小野寺会長 それでは議事をさせていただきます。 

 早速ですが、議事（２）津市農業振興地域整備計画及び今後のスケジュー

ルについて、資料３、４に関して事務局のほうからご説明いただきます。 

＜事務局＞ 担当後藤が説明いたします。農業振興地域整備計画について資料３をご覧く

ださい。 

 農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき

県が農業振興地域の指定を行った地域については、定めなければならないと

法律に明記されております。 

 

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するための農地法による農

地転用許可制度とあわせ、農業振興地域の整備に関する法律、農振法に基づ

く農業振興地域制度が設けられています。市町はこれに基づき農業振興地域

整備計画を策定します。優良な農地を保全するとともに、農業振興を計画的

に実施するための総合的な農業振興計画です。 

 この計画は、大きく２つの要素からなっており、１つは、「農用地利用計

画」で、今後、概ね１０年以上にわたり、農業上の利用を確保すべき土地の

区域を農用地区域として、及び農業上の用途区分を定めることとなっており

ます。 

 整備計画の変更について、都道府県知事が策定しておおむね５年ごとに基

礎調査を実施して、遅延なく変更しなければならないことになっています。 

農業振興地域の範囲について、現在津市では 28,670 ヘクタールの農業振興

地域が指定されています。 

 農用地区域とは農振法に定める農業振興地域内の土地で、今後おおむね

１０年にわたり農業上の利用を行うものとして指定された区域です農用地

区域は農業上の利用を確保すべき土地の区域ですので、税制上の優遇措置が

講じられ、農業に関する公共投資やその他農業振興の関する施策が農業振興

地域整備計画に基づき集中的かつ計画的に実施されています。 

 

＜事務局＞ 農用地区域内農地の変更について、農用地区域内の農地を農業以外に利用

するためには農振除外が必要です。 

 その手続きは２つに分けられます。 

 まず一つ目は、一般管理です。経済事情等の変動により計画の一部を見直

すもので、個別的な申請に基づく変更です。津市では年２回の申請期間を設

けて、受付を行っております 

 次に二つ目は、特別管理です。総合的な見直しになります。市町はおおむ



ね５年ごとに農業振興地域整備計画を見直すための基礎調査を行うことに

なっており、その結果に基づき必要が生じた場合に変更されます。 

資料として、農地転用許可事務権限移譲を受けるため設定し、国に承認を

得ている数値があります。 

平成 37 年時点で確保される農用地面積つまり平成 37年に津市として農用

地面積がどのくらいないといけないかという数値が 7,652.3 ヘクタールで

す。平成 30 年 8 月現在、7,768.1 ヘクタール確保されております。 

今回の特別管理においては、現在ある農地について農振法第 10 条第 3 項

の基準に基づき、農用地区域設定の検討を行います。 

 

＜事務局＞ 以下の５つによって、基準が定められております。 

前回 5年前の特別管理の中で、津市として基本方針を定めました。 

編入―農業振興地域内にある孤立的な農用地区域外の農地。白地と呼ばれ

ています。これについて一段の優良農地として農業振興すべきものと判断さ

れる場合は農用地区域の編入を検討します。集団性の要件は 10 ヘクタール

以上です。補助整備事業等が計画される地域において農用地区域外の農地が

存在する場合は、一連の事業等に必要とされる場合、積極的に農用地区域内

へ編入を行います。 

そして、除外。 

① 補助整備実施済みの農地について優良農地として保全するため農用地

区域としますが、開発による虫食い状態により取り残された農地は農

用地区域から除外を検討します。 

② 山林原野中にある分散された農地はまたは山麓傾斜地にある農地でお

おむね 10 年を見通して農業上の利用を目的とする確保が難しく、その

位置や地形、耕作条件等、農業振興における検討の結果、農業上の利

用においてその確保が適当でないものは農用地区域から除外します。 

③ 農用地区域内に含められている山林原野については土地基盤整備事業

の実施等により農業上の土地利用を進める具体的な見通しのないもの

は所有者などからの申し出があれば農用地区域から除外することとし

ます。 

④ 集落に介在している又は孤立的に存在している農用地区域内の農地

で、その利用確保が地域の農業振興において適当でないものは農用地

区域から除外します。 

⑤ 市町村の具体的な計画において住宅地、工場、道路、鉄道、その他各

種施設の用地として適正な規模、範囲として予定する土地は農用地区

域から除外します。 

以上この 5つの基本方針をもとに前回は農地の除外を検討しました。 

次回の協議会になりますが、来年度特別管理で検討していただく基本方針

を決めていただく予定でございますので、お心積もりをよろしくお願いしま

す。 

 

＜事務局＞ 続きまして、資料 4今後のスケジュールをご覧ください。 

7 月、特別管理としましては業務委託をしていただく業者の選定に関わる

実績調査を行いました。一般管理においては農振計画変更願出書の受付を 7

月末で終了させていただきました。 

8 月、特別管理は農振計画変更委託業者の決定、8月 22 日に入札を予定し

ております。一般管理としましては関係機関の調整、申し出内容の精査をし

ているところでございます。協議会といたしましては本日第一回の協議会を

開催いたしました。 

9 月から特別管理においては、業者が決定し、基礎調査の開始を本格的に

開始します。一般管理は県の事前協議に入ります。 



10 月、一般管理は計画案の縦覧公告を 30 日間行います。 

11 月、一般管理におきましては、縦覧したものの異議申し立て期間に入り

ます。第二回協議会の開催を予定しています。 

12 月、一般管理は 7月で締め切った願出書の変更決定公告を行います。 

2019年1月、特別管理におきましてはアンケート調査の実施を開始します。 

2 月、協議会を開催予定しております。 

引き続き、特別管理に置きましては調査、データ収集、図面の作成、計画

書の作成、各区図の作成を行っております。 

7 月、特別管理の要望受付を終了します。 

8 月、アンケート調査結果集約。要望を受付した案件について関係機関の

意見聴取などを行います。協議会の開催を予定しております。 

9 月、特別管理の県事前協議に入ります。 

9 月以降、計画案の縦覧を行い、異議申し立て期間を経て、12 月に変更決

定公告を予定しております。決定次第印刷、製本に入ります。 

2020 年何月かは不明ですが協議会の開催を予定しております。 

以上が今後のスケジュールについてです。 

 

  

小野寺会長 ありがとうございました。今、農業振興地域整備計画と概ねの今後のスケ

ジュールについて触れましたが、委員の皆様ご意見ご質問等ございません

か。わかりづらかった点、今後の方針に対するものなど何かございませんか。 

では、私から質問させていただきます。 

スケジュール表を見せていただくと、特別管理と一般管理があり、一般管

理は年２回されているということで、我々が集められている協議会は農振計

画の特別管理ですが、こちらをメインと考えてよろしいでしょうか。 

 

＜事務局＞ はい。 

 

小野寺会長 一般管理で公告縦覧とかもありますが、こちらについても我々は審議をす

るのでしょうか。 

＜事務局＞ 一般管理につきましては、そのタイミングで協議会があればご報告申し上

げる程度でございます。 

小野寺会長 今まで開催されてないが、市の中で年二回は行われてきたわけですね。 

 

＜事務局＞ はい。 

 

小野寺会長 ちょうど協議会があるので報告がくるということですね。 

 

＜事務局＞ はい。 

 

小野寺会長 メインは特別管理の５年ごとの見直しを我々が協議するという理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

＜事務局＞ はい。そうです。 

 

木下委員 質問よろしいでしょうか。 

 

小野寺会長 はい、どうぞ。 

 

木下委員 こちらのアンケートの実施とありますが、こちらはいったいどういったと

ころへ出すわけですか。 



 

＜事務局＞ 一般の農家さんを無作為にピックアップして、調査票発送しまして、農振

計画についてのアンケートを実施します。全員というわけではありません 

  

木下委員 はい、そうですか。ありがとうございます。 

アンケートの結果によって、協議会で決定事項などがあるのですか。 

 

＜事務局＞ はい。協議会ではアンケートの内容の精査、集約した結果の報告なども行

っていただきたいと思います。 

小野寺会長 内容の精査もするのですね。わかりました。 

アンケートの準備が９月で、アンケート実施が１月なので、結構長い期間

あると思いましたが、１１月の協議会でアンケート内容の精査もするという

ことですね。 

 

＜事務局＞ はい。アンケート内容の精査もさせていただきたいと思っております。 

 

小野寺会長 他に何かございますでしょうか。 

２０２０年までに成果を出すという考え方でよいのですが、９月から基礎

調査が始まり、計画が２０１９年４月にある一定のものができる理解でよろ

しいでしょうか。 

それとは、別にアンケートが実施されてアンケートの結果を計画に反映し

て、修正があり、変更決定されるということですか。 

 

＜事務局＞ はい。 

 

小野寺会長 アンケートの個別意見とは別に、農業振興計画が土台になっているという

ことですね。 

それとは別に、アンケートの結果が計画に反映されて、修正されるという

理解でよかったですね。 

 

＜事務局＞ はい、その通りです。 

 

守山副会長 よろしいでしょうか。 

 

小野寺会長 どうぞ。 

  

守山副会長 こちらに編入、除外ということが書かれていますが、津市の農業委員会と

しましてはやはり耕作放棄地、しいていえば農用地でありながら耕作をされ

ている、かなり条件が悪いところがどんどん増えてきています。 

そのような場合に、地権者がこの地域を除外してほしいというような意見

がよく聞かれるのですが、その場合個々の農家に対してのお知らせは行政か

らどのような形でしていただけるのでしょうか。 

 

＜事務局＞ それにつきましては広報や個別の案内をしてしまうと混乱を招く恐れが

あるので、前回も行ってはいないのです。方法としては、窓口でご案内する

方法と農業委員さんに一度説明をさせていただいて、地元の方々から質問が

あった場合は農業委員さんから説明をしていただきたいと考えております。 

 

守山副会長 よろしいでしょうか。そのようなことを前提として、言わさせていただく

と、ちょうど津市農業委員会としては８月から１１月にかけて農地パトロー

ルを行い、今耕作をされていない土地については地権者に対する意向調査を



各個人に通知します。その時に、今お聞きした内容を口頭または文面で伝え

てよろしいでしょうか。 

 

＜事務局＞ この基本方針が前回できているもので、また来年度に向けて多少は調整し

ていくのですが、ほぼこの形で皆さんの編入や除外を考えてさせていただい

ているので、皆さんにご案内をしていただけると非常にありがたいです。 

 

守山副会長 ありがとうございます。 

今、県の方の後藤委員も来てもらっていますが、農地中間管理機構へ農地

の作業をされる方の依頼をしてくださいとよく言われるのですが、今言われ

ているような土地は到底自分のところではかないません、仲介もできません

と言われているのが現状です。 

では、どうするのか。借り手がなければ放置しておくしかないではないか

ということで、やはり農地として利用できる農地は生かす、もう農振地域内

であってもこの農地はどうしても仕方がないという状況であっては、できる

事であれば線引きから除外してほしいとの地権者からの声がよくあります。 

そのようなことを今後の協議会でも意見させていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

＜事務局＞ はい。資料３の２ページ目の中段をご覧ください。 

農地転用許可の事務権限を津市が委譲を受けるにあたって、平成３７年時

点で国からの農用地として確保すべき面積を下回らなければ、除外について

も検討していきたいと思っております。 

 

守山副会長 現在が７，７６８．１ヘクタールである、平成３７年に７，６５２．３ヘ

クタールとされています。差し引きすると、約１００ヘクタールは除外して

も良いということでしょうか。 

 

＜事務局＞ 良いというわけではないですが、可能ではあります。 

 

守山副会長 わかりました。ありがとうございます。 

 

小野寺会長 平成３７年までの間に約１００ヘクタールは津市の中で決められるとい

うことですね。津市の権限で減らせるということですね。 

＜事務局＞ それについて、補足説明をさせていただきたいと思います。 

ご存知のように平成２８年度に農地転用権限を県から市の方に委譲を受

け、その申請を国にするときに一定量の農用地を市は責任をもって確保しま

すという約束をしたのがこの数値です。その数値のなかには将来農地として

保全しなくてもよいという土地が出る恐れがある面積の想定、それとまた一

定の大規模開発例えば公共事業も含めまして想定したものがこの数値です。 

先ほどの話より極論になりますが、約１００ヘクタール除外は可能です

が、除外しても良いというわけではないので、良識を持ったお考えをしてい

ただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

結城委員 現在美杉地域には山林化されている農地がたくさんあるので、立地条件の

悪いところはこれを機にある程度白地にしていただきたいと思います。 

そのためには優良農地であるというところには厳しくする。反対に仕方な

いという土地に対しては除外してメリハリをつけた方がよいのではないか

と思います。 

小粥委員 ちょっとよろしいでしょうか。 

先ほどの話と関連してくるのですが、私たち委員は再生協議会の中から選



ばれて参加させていただいておりますが、農業委員さんたちなどもいる中

で、各地区の農用振興計画などを相談する場が設けられてない。私たちもど

ういった形で各地区の意見を掌握していくのかという不安もあります。 

本当なら、やはり各地区でこの協議会のサブ的なものを設けまして、ある

程度その地区の農業振興計画を話し合った中であれば、協議会に代表として

意見が言えますが、その流れができてない状況であります。 

個々には農振除外をしてほしいという意見もありますが、地区全体として

ここは残していかないといけない、ここは除外してほしいといった話し合い

ができるように今後考えていく必要があると思います。 

このようなことについてはどのように考えていらっしゃいますか。 

 

＜事務局＞  はい。今回は特別管理の受付自体各総合支所で一旦預かっていただく予定

です。その中で地域ごとの特色、基準で検討はさしてもらうつもりです。 

 先ほどの話のように、総合支所単位で受付さらに意見を集約し、相談でき

るような場があればさらにより良いかと思いますので、各総合支所含め検討

させていただきます。 

守山副会長 いずれとも、お願いしたいのは、各総合支所単位によって、中山間と平坦

地がある場所と違いがあるので、８月末から１０月にかけて農業委員会が農

業推進委員を交えた推進協議会が各総合支所で計画しております、従ってそ

の場でも各総合支所から担当職員に提案という形でしてもらうようにお願

いしていただくとありがたいです。また、除外ばかりでなく、編入もしてほ

しいところもあると思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜事務局＞ わかりました。 

守山副会長  太陽光に関しては設置後色々とあるようですが、今回は農業振興のことに

ついてで、農業振興地域外のことは次元が違う話ですが、農業委員会として

太陽光に関しては、規制はないですがかなり厳しいことを業者に言わせても

らってます。今まで無条件にしていたものを歯止めをかける意味で、県が６

月に規約も作っていただきました。 

＜事務局＞  太陽光に関しては県のガイドラインに基づいて、各部局から業者に指導を

行っているのが現状であります。農地に設置する部分に関しては農地転用の

許可が農業委員会さんの方で先ほどの農業委員会会長として述べてもらっ

たように厳格な審査で行っているのが現状であります。 

 ただ、市独自のガイドラインはありません。県のガイドラインに基づいて

各方面から指導させていただいておりますが、あくまでもガイドラインです

ので法的な規制がないのが弱い部分であります。 

 

後藤委員 太陽光について補足します。何度か通知という形で出させていただき、現

段階ではガイドラインという形に整備され、そのガイドラインに沿った適正

な設置という形に落ち着いております。 

ただ、ガイドラインができた過程により、色々とございますのでご了承いた

だきたいと思い、補足させていただきました 

 

田口委員  ほ場整備した田んぼだが、山の近くにあるため、獣害被害により全く耕作

されていない田んぼがあります。そのような農地は農用地区域から除外にな

るのでしょうか。 

 

＜事務局＞  ほ場整備されている農地につきましても、資料３の最後の平成２６年の基

本方針の２や３、４にあたるものが特に白山地域は多いかと思われますの

で、補助整備してあるからっと言って除外できないというわけではないで

す。 



 

田口委員  また、中山間事業を受けている土地に関して除外は可能でしょうか。 

 

＜事務局＞  例えば、中山間事業や皆さんの集落受けておられる方多いですが、多面的

機能の補助金を受けている農地につきましては、農用地であることによって

その面積分補助金をいただいているので、その分が今後なくなったりはしま

す。その事業を受けている間は除外できません。 

 

小野寺会長  ちょっと、いいですか。初歩的な質問になりますが、平成３７年時点での

津市が確保すべき農地としての面積が７６５２．３ヘクタールとあります

が、これは白地の農地は含んでいないのでしょうか。 

 

＜事務局＞ 黄色の農地、農用地のみです。 

平成２８年に権限移譲を受けるために、今後１０年間しっかりと農用地と

して、これだけは最低限守りますよという約束を国にしている、その面積が

７，６５２．３ヘクタールであります。 

 

小野寺会長 黄色の農地を最低限７，６５２．３ヘクタールはまもっていかなければな

らないということですね。ただその中でも、問題があるような土地は何とか

していかないといけないということですね。 

 

小野寺会長 他に何かございますでしょうか。 

発言されてない方もせっかくの機会ですので、よろしいでしょうか。 

委員 先ほどからの話で、優良農地は守る農地としてしっかり守って、山のふもと

などの耕作が難しい農地はできることであれば、除外してほしい。 

 

委員  私たちも守っていかなければいけない農地はわかっています。 

 難しい面もありますが。 

 

小野寺会長  守るべき農地とそうでない農地、実は現場ではよく知っておられるという

ことですね。ここの農地は無理だというのが地形的にあるわけですね。 

 

委員 その地域に携わっている人でないとわからないのではないでしょうか。 

市の方々も地域をぜひ頼ってほしいと思います。 

 

小野寺会長 皆さんの長年の経験を生かして、黄色の農地を津市では最低限７，６５２．

３ヘクタール守っていこうという計画を作っていきたいということですね。 

 

草深委員 農協の方からちょっとよろしいでしょうか。 

色々とご意見聞かせていただいてありがとうございます。 

小粥委員さんからご意見ございました、農業振興計画の相談の場について

です。私も津安芸におきましては、各地域７つの営農センターがございまし

て、その中で農地斡旋相談窓口というものを設置しておりまして、特にこち

らは各地域の総合支所の方々と各営農センターと連携をした中で、そのよう

な場を設けていただいて、一度相談していただくことが重要だと思っており

ます。そちらに関しては事務局の方でもお願いしたいと思います。 

あと、優良農地を守ることについては、平成２８年度に津安芸といたしま

しては、子会社の方で優良農地を守るために農業経営部門というものを設置

させていただいております。 

特に、現状色々なご意見をいただいている耕作放棄地的なものをどうにか

してほしいというご意見を農協でもいただいております。ですから、今耕作



放棄地化されつつある優良農地を守るために農協として三重中央でも地域

の中に入らしていただいてそのようなことを防ぐような取り組みをさせて

いただいております。 

まずは、優良農地を耕作放棄地化されないよう、私たちとしてもさせてい

ただいてはいますが、ただ、耕作放棄地化されているような農地が多くあり

ます。畦が崩れたり、獣害に侵されていたりと耕作が難しい土地が数多くあ

ります。そう言った内容に関しては、地域でしっかりと整備いただければ、

今後担い手さんも来ていただけるのではないかと考えております。 

獣害対策に関しては去年も一昨年も津安芸管内で補助金を設置させてい

ただいております。こちらを活用していただきながら優良農地を地域の方々

で守っていっていただきたいと思います。 

今後優良農地を守っていくためには、子会社の方でも農地の面積を増やさ

せていただいて、取組もさせていただきますので、何なりとご相談などして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

村木委員 ちょっとよろしいでしょうか。津安芸さんでも言っていただいたのです

が、三重中央といたしましても山間地から平場まで管内非常に範囲が広くご

ざいます。それぞれの農業形態がございます。そのような中で、山間地の農

業をどうしていくかについてはうちの管内でも非常に偏る部分ございまし

て、本日は結城委員も出席されていますが、やはりまず美杉地区の農業をど

うしていくかについて、昨年「美杉農業を考える会」を発足させていただき

ました。市の方、総合支所の方、業者の方、そして JA が参加しまして今後

の農業をどうしていくことから今スタートしている次第でございます。 

山間地では、ほ場整備もされていない農地が非常に多く、今日の意見にも

あった地域の意見を反映させていく場づくりを JA としてもやっていきたい

という風に思っております。今回は美杉がとっかかりとしてやっています

が、一志の方でも「一志農業を守る会」など JA としてもいろんな農家さん

と関わりを持ちながら、話し合いの場があるときは JA も参画していきます

ので、調整役になれるように今後やっていきたいと思っております。 

いろんなご意見を聞いていただきながら、皆さんとともに農業ができる農

地は守っていきたいと思いますし、どうしてもできないところは農協さんや

ってくださいという意見もございますが、農協としても手を出せない部分も

ございます。うちも子会社を２年前に立上げ、今５ヘクタールで農業の方や

っております。今は園芸中心ですが、将来的には水稲の方にも範囲を広げて

皆さんと一緒に JA も農業者の一員となって地域の農業を守っていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

小野寺会長 ありがとうございます。一時間を過ぎてしまいましたが、せっかくの機会

でございますので、何かございますか。 

お話しを聞いていて感じたのが、意外に地域の方々は農地除外というだけ

でなく、守るべき農地は守りたいと考えていらっしゃることを踏まえると、

情報をうまく共有していけば、できる事があるのではないかと感じました。 

すると、最初のスケジュール案の委託業者が基礎調査をやって計画的に進

められていくと思うのですが、一方で地域の声を聴いてその情報を共有して

いくと、もしかしたらその実態に合った案ができるのはないかと感じまし

た。両方から攻める形で、皆さんの意見を聞く場がほしいとか、まとめる場

がほしいというご意見がございますので、計画論的に進める形と実際皆さん

の知識から上がってくる情報をくっつけるといい計画ができそうだと感じ

ました。 

なかなか大変かもしれませんが事務局の方もそういった場をつくりなが

ら、計画を作っていけたらよいかと思っております。 



次回の予定されている協議会は１１月になるのですか。 

 内容は今回の見直し方針を議論するということと、あとはアンケート内容

の原案の確認がメインですね、可能であれば皆さんの要望であった支所別の

話し合いの場を検討していただけるとよいかと思います。 

 

守山副会長 今後のスケジュールについてですが、９月に特別管理で基礎調査を開始し

現状把握と資料収集を進めるとありますが、そのときに先ほど言われたよう

に農協関係も、また農業を守る会などの団体との協議もありますし、私のと

ころの農業委員会としても地域のそれぞれの推進委員が事業計画を作成す

るための協議会を立ち上げる形の中で、守っていきたい農地、また有効利用

するためには除外したい農地などの意見もあると思いますので、それらを反

映させながら９月の基礎調査をしていただきたいと考えております。 

 

＜事務局＞ はい。おっしゃる通りでございます。９月以降そのようなことも検討しな

がら、また次回の協議会でいい報告ができればいいなと考えております。 

 

小野寺会長 はい。ありがとうございました。 

他に特にございますか。よろしいでしょうか。 

では、以上で本日の協議会議定は終了いたしました。 

本日たくさんの意見が出て、最初の協議会としてよかったと思います。 

会議運営にも格別のご協力をいただいたと思いますので、ありがとうござ

いました。これからもよろしくお願いいたします。 

 

委員各位 ありがとうございました。 

 
 


